
本宮市における開発事業の流れ 

 

 

申請者   市（政策推進課） 

  

3 週間程度

1 週間程度

安全・安心で快適な災害に強いまちづくりのため、市内で住宅団地等（1,000 ㎡以上）

の開発事業を行う際は、次のような手続が必要となります。 

この手続では、市の全関係課が現場を確認し、必要な協議事項等を事業着手前に一括

して事業者の皆様へお伝えするため、負担がなくスムーズに事業を進めることができま

す（ワンストップ窓口）。 

概 要 

土地取得等協議書提出(様式第 1 号) 

又は 

土地開発確認申請書提出(様式第 2 号) 

受付 

回答書 

受付 

関係各課確認 

・書面検査 

・現地確認 

完了検査結果通知書 

回答書に基づく 

関係各課との協議 

事業着手 

工事完了届出書（様式第 4 号） 

受領 

本宮市開発事業連絡調整委員会 

・現地確認（申請者立会い） 

・関係法令確認 


